
「第６次水質総量規制の在り方について」 

（中央環境審議会水環境部会総量規制専門委員会報告案） 

に対する意見募集結果について 
 

意見提出件数：１２件（産業界６件、研究者３件、地方自治体１件、ＮＧＯ１件、

総 意 見 数：４８件 

 

１ 水質総量規制の実施状況 

番号 意見概要 見解（案） 

１－２ 汚濁負荷量の状況 

１ 目標負荷量の算定根拠が不明である｡ 平成 16 年度を目標年度とする

量は､「第 5 次水質総量規制の在

いて」の答申を踏まえ、環境省が

及び関係都府県と調整して平成1

に策定した総量削減基本方針によ

れています｡この削減目標量は､関

県の人口及び産業の動向､汚水

の処理技術水準､下水道整備計

案して算定されています｡ 

２ 総量規制を開始した当初は､特に河口近

くの水域で効果が見られたが､その後は陸

水負荷の顕著な削減が見られていない事

実を認識すべき｡ 

指定地域の発生負荷量は､図 1

おり着実に削減されてきています｡

１－４ 汚濁負荷削減対策以外の対策の実施状況 

３ 干潟消失面積の記述が誤りではないか｡

埋立面積と消失面積は同じだと思うが食い

違っている｡ 

干潟消失面積の出典については

総量規制専門委員会(平成 16 年

開催)の資料3-3をご参照下さい｡ま

ては干潟の存在しない水域にお

れる場合もあるため､埋立面積と干

面積とは一致しないと考えられます

 

２ 指定水域における水環境の状況 

番号 意見概要 見解（案） 

２－１ 水質濃度の現状と変遷 

４ 太平洋沿岸において､近年､COD が上昇

している原因を記述されたい｡その原因が分

からない場合は､補正すべきかどうか判断で

きない｡ 

太平洋沿岸において､近年､CO

している原因は究明されていませ

質総量規制による水質改善効果を

に評価するために､外海におけるC

動が指定水域に与える影響を取り

合についても検討を行いました｡ 

５ 太平洋沿岸において､CODと同様に窒素

及び燐に係る水質濃度が上昇する傾向は

ないのか｡また､窒素及び燐についても､

COD と同様に外海の影響を検討するべき｡ 

閉鎖性海域以外の太平洋沿岸

は､窒素及び燐に係る環境基準の

定されていないため窒素及び燐

ータが少なく､COD と同様の手法

把握することができませんでした｡ 
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番号 意見概要 見解（案） 

６ 植物プランクトンなどの生物種は南日本と

北日本では異なっており､汚染原因も同じで

はない｡報告書は東京湾､伊勢湾､瀬戸内

海､大阪湾を例として記述しているが､これは

あくまで｢例｣であり､そこで得られた経験をも

とに､全国一律に同質の指標を設けることは

間違っている｡ 

水質総量規制は､東京湾､伊勢湾及び瀬

戸内海(大阪湾を含む)を対象とする制度で

あるので､これらの海域について検討を行っ

てきたものです｡ 

２－２ 環境基準の達成状況 

７ COD の環境基準が達成しない水域にお

いて緊急の障害は見られない｡ 

COD の環境基準達成率が低い東京湾

等においては､赤潮や貧酸素水塊の発生に

よる障害が確認されています｡ 

８ CODの環境基準の達成状況に関する記

述について､｢･･･C類型では昭和 57 年度か

らCODが低下し環境基準を 100%達成して

いるにもかかわらずためにCODの低下が全

体としての達成率の向上に結びつかない結

果となっている｡｣に修文されたい｡ 

ここでは、COD が改善している水域があ

るにもかかわらず環境基準達成率が向上し

ていない理由を記述していますので、原文

のままとさせていただきます｡ 

 

３ 指定水域の水質汚濁メカニズム 

番号 意見概要 見解（案） 

３－１ 指定水域の水質汚濁に影響を与える要因 

９ 閉鎖性水域の水質汚濁に影響する主な

要因として｢埋立てによる潮流の弱まり｣を入

れるべき｡ 

閉鎖性海域における水質汚濁に影響す

る主な要因の一つとして､｢潮流による海水

の移動･撹拌｣を挙げています｡さらに､埋立

てによる地形改変が指定水域の海水の流

動や外海との海水交換に及ぼす影響につ

いては､今後の調査･研究課題として位置付

けています｡ 

１０ ｢底泥からの溶出｣について､シミュレーシ

ョン結果だけでなく､実測値も踏まえて議論

されたい｡ 

底泥からの溶出については､第 2 回総量

規制専門委員会(平成 16 年 7 月 7 日開催)

において､実測値を踏まえた議論がなされ

ています｡また､水質予測シミュレーションに

組み込まれている底泥フラックスモデルは､

溶出に関する実測値をもとに開発されたも

のであり､年間溶出量を推定することができ

るため､時期が限られる実測値と比較して､

底泥からの溶出量の推定において､より有

効であると考えます｡ 

１１ 干潟の水質浄化能力については､さまざ

まな評価があるため､慎重に検討されたい｡ 

干潟における水質浄化については､研究

者により浄化機能の捉え方､浄化能力の評

価等が異なっていますので､この点を十分

に踏まえた上で､検討を行っています｡ 
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番号 意見概要 見解（案） 

１２ 流入河川の影響に関する記述について

は､補正していない COD の結果を用いるべ

き｡ 

図 31 を修正し､補正していない COD に

変更させていただきます｡ 

３－２ 汚濁負荷削減対策及び干潟再生による水質改善効果の予測 

１３ 水質予測シミュレーションは確立されたも

のではないため､その結果は参考資料に位

置付けるべき｡ 

水質予測計算は､第6次水質総量規制を

検討するに当たっての参考とするために行

ったものですが､汚濁負荷量の削減による

水質改善効果を検討する上で重要である

ため､本文中にその概要を記述することとし

ました｡ 

１４ 2700ha の干潟再生を想定することは､造

成費用､用材の確保及び潮流への影響の

観点から適切ではない｡ 

実際に干潟を再生するに当たっては､ご

指摘の点が考慮される必要があると考えら

れます｡水質予測シミュレーションにおける

汚濁負荷の削減量と干潟再生の規模の設

定は､今後の対策の前提となるのではなく､

水質改善効果を把握するための仮定です｡ 

１５ 東京湾の干潟に生息する二枚貝に取り

込まれる有機物､窒素､燐を見積もっている

が、それらが漁獲等により系外に持ち出され

ることも考慮して､計算されたい｡ 

水質予測シミュレーション技術の向上を

図るに当たり参考とすべきと考えます｡ 

 

４ 第６次水質総量規制の在り方について 

番号 意見概要 見解（案） 

４－１ 指定水域における水環境改善の必要性 

１６ 水質だけ良くなれば良いという議論から

抜け出ていないことは問題｡底生生物が正

常に生息できるような海域の健全性を取り

戻す視点が重要｡ 

環境基準達成率だけでなく､貧酸素水

塊の発生により底生生物が生息しにくい

環境となっているなどの問題についても

着目しています｡ 

１７ 指定水域における水環境改善の必要性

を検討するに当たり､環境基準の達成状況

だけでなく､貧酸素水塊の発生により底生生

物が生息しにくい環境になっているなどの

問題にも着目していることを大いに評価す

る｡ 

 

１８ 指定水域における貧酸素水塊の発生に

関する記述について､｢･･･東京湾､伊勢湾

及び大阪湾においては､環境基準達成率が

低く､しかも大規模な貧酸素水塊が長期に

わたり発生しているので､･･･｣に修文された

い｡ 

ある地点について見れば､貧酸素水塊

が発生したり消失したりし､湾全体とし

ても一時的に消失する時期があるので､

｢長期にわたり｣とは表現しにくいと考え

ます｡従って原文のままとさせていただきま

す｡ 
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番号 意見概要 見解（案） 

１９ 大阪湾における窒素及び燐に係る水質

濃度は長期的に改善傾向にあることから､平

成 15 年度から 16 年度にかけて濃度レベル

が上昇していることをもって水質改善の必要

性があると結論付けるべきでない｡ 

大阪湾については､平成 16年度の窒素
及び燐に係る環境基準が 100%達成され
ない見込みであることに加え､大規模な

貧酸素水塊が発生し､水域面積当たりの

延赤潮面積も際だっていることから､引

き続き汚濁負荷量の削減が必要と考えら

れます｡ 

４－２ 対策の在り方 

２０ 海域の物理的特性などの水質汚濁メカニ

ズム全体を考慮し､汚濁負荷の削減対策だ

けでなく､それ以外の対策も含めた総量規

制の在り方を提示すべき｡ 

水質汚濁メカニズムに関する検討も行

い、汚濁負荷量の削減対策に加えて､干潟

の保全･再生や底質環境の改善等の対策

についても記しています｡ 

（１）汚濁負荷削減対策 

２１ 海産植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの平均元素比として､

窒素/リン元素比=16(レッドフィールド比)が

知られている｡東京湾､伊勢湾及び瀬戸内

海の削減目標量のN/P比は､レッドフィール

ド比に対してかなり高い｡指定水域の生態系

の健全性を維持するということを､目標負荷

量を決定する際の議論にいれていただきた

い｡ 

近年の指定水域のN/P比は昭和50年代

と比較してほとんど違いがありません｡今後

とも､N/P比の動向に注意しつつ対策の在り

方を検討すべきと考えます｡ 

２２ 第 5 次水質総量規制からの指定項目で

ある窒素及び燐については､平成16年度の

削減実績に関する評価が不十分であるた

め､新たな水質総量規制を実行することは

拙速である｡ 

東京湾､大阪湾､伊勢湾については

COD､窒素及び燐の濃度レベルが高く､
貧酸素水塊等の障害が依然として生じて

いることから､引き続き水環境改善対策

が必要です｡なお､第 6次水質総量規制の
実施に当たっては､平成 16年度の汚濁負
荷量の排出実態を把握した上で､削減目

標量等が設定されるべきものと考えま

す｡ 
２３ 第 6 次水質総量規制の検討に当たって

は､生活系及びその他系の汚濁負荷に重点

をおいた削減に取り組むべき｡また､産業系

の汚濁負荷については､従来の排水対策な

ど各種施策を継続して実施していくこととす

べき｡ 

各発生源がそれぞれ汚濁負荷量の削減

対策を講ずることが必要です｡このため

生活系及びその他系の汚濁負荷量の削減

対策とともに､産業系についても可能な

限り汚濁負荷量の削減を進める必要があ

ります｡ 

２４ 大阪湾奥部､播磨灘北部､広島湾奥部等

に関する地域では､総量規制基準の対象と

ならない小規模事業場及び未規制事業場

を､総量規制基準の対象とすべき｡ 

小規模事業場､未規制事業場の汚濁負

荷量は､都府県における上乗せ排水基準

の設定等による排水規制､汚濁負荷の削

減指導､下水道整備等により削減されて

きているため､このような施策を継続す

べきと考えます｡ 
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２５ 瀬戸内海の西部海域では､｢貧栄養｣とも

思える状態なので､海の恵みである水産物

の生産という食料問題も同時に議論の俎上

に載せて戴きたい｡コストのかかる生活排水

については､これ以上削減する必要は無い｡

大阪湾を除く瀬戸内海については､窒

素及び燐の環境基準が概ね達成されてい

ることから､その濃度レベルを維持する

ことが適当としています｡生活排水対策

は海域のためだけではなく､河川等の水

環境改善のためにも必要であると考えま

す｡ 

（２）干潟の保全・再生、底質環境の改善等 

２６ 干潟の再生に関しては､人工干潟がまだ

完成した技術でないことを考慮して慎重に

取り組むべきと記述されたい｡ 

干潟の再生に当たっては､ご指摘のよ

うに慎重に取り組むべきと考えます｡ 

２７ 残された干潟は当然保全すべき｡干潟の

再生･復元については､埋立地を海域へ戻

すことを含めて､行政計画の策定､事業スキ

ームの確立及び予算措置による施策の実

行を担保されたい｡また､干潟に限らず､砂

浜､浅海､汽水域､藻場などの多様な環境の

保全･復元を図られたい｡ 

干潟の保全･再生を推進することは必

要であると考えており､そのための施策

については､関係機関により検討される

べきと考えます｡ 

２８ 干潟の保全・再生に関する記述につい

て、「・・・今後、小規模であっても残された

干潟を保全するとともに・・・」に修文された

い。 

保全すべき干潟には「小規模」なもの

も含まれます。従って原文のままとさせて

いただきます。 

２９ 大規模な窪地には､確かに無酸素水が存

在するが､密度が大きいので台風並みの嵐

がないかぎり､窪地周辺海域へ上がってこな

い｡このため､窪地の埋戻しについては､反

対しないが緊急性が高くないと思われる｡ 

大規模な窪地において貧酸素水塊が発

生し､そこで底生生物が生息しにくい環

境となっていることが問題であるため､

埋戻しを進める必要があるとしていま

す｡ 
３０ 藻場に関する記述について､｢･･･藻場､ア

マモ場についても･･･｣に修文されたい｡ 

藻場には｢アマモ場｣が含まれます｡従

って原文のままとさせていただきます｡ 
（３）目標年度 

３１ 閉鎖性海域をとりまくさまざまな環境の変

化を踏まえ目標年度を検討すべき｡ 

これまで 5年ごとに目標を設定するこ
とにより､指定水域の状況､汚濁負荷の削

減状況をレビューし､実効性を確保しな

がら水質総量規制を実施することが可能

となりました｡このため､第 6次水質総量
規制の目標年度を平成 21 年度とするこ
とが適当と考えています｡ 

３２ 窒素及び燐については､平成 16 年度実

績を踏まえた総合的な評価を行い､目標年

度を設定すべき｡ 

第 6次水質総量規制の実施に当たって
は､平成 16年度の汚濁負荷量の排出実態
を把握した上で､削減目標量等が設定さ

れるべきものと考えます｡ 

４－３ 今後の課題 

３３ 今後の課題については､早期に検討を開

始する必要がある｡ 

ご指摘のようなこともあり、今後の課題に

ついては､第 6次水質総量規制の実施に併

せて取り組むべきと記したものです｡ 
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（１）目標とすべき水質の検討 

３４ 今後の施策目標を明らかにし､それを効

果的に達成するための閉鎖性海域環境保

全に関する長期ビジョン･戦略を海域毎に提

示すべき｡ 

今回の検討に当たっては､環境基準の達

成状況に加え､貧酸素水塊の発生等の問

題についても着目し､対策の在り方を検討し

ました｡今後は､4-3 に掲げられた今後の課

題を検討しつつ､より効果的な対策を検討

すべきと考えます｡ 

３５ (3)モニタリングの項を追加すべき｡水環境

のモニタリングは､環境状況の把握の基礎と

なる｡水質､特に下層 DO の把握に加え､赤

潮の発生状況や水生生物の生息状況の把

握が重要｡ 

３６ 水質だけに限らない指定水域の水環境

に関する目標を早期に検討すべき｡また､ど

の場で､どのような人によって､このような検

討が行われるのかを示されたい｡ 

３７ 新たな科学的な知見や海域の利用状況

を踏まえ､COD の環境基準を見直すべき｡ 

３８ COD 分析方法を見直す必要が有る｡現

状のCOD分析法を採用しつづける場合は､

CODの低いA類型､B類型の基準値を引き

上げるべき｡ 

・ A 類型の 2mg/ℓを 2.5mg/ℓへ引き上げ

るべき｡ 

・ B類型の3mg/ℓを3.5mg/ℓへ引き上げる

べき｡ 

３９ C 類型の環境基準が緩すぎるので､基準

値をより低い値に変更するか､C類型の水域

を縮小して B 類型に変更するなどの措置を

検討されたい｡ 

４０ 窒素及び燐の環境基準について､Ⅳ類型

とⅢ類型の間にⅢダッシュ類型を設定し､Ⅳ

類型の水域を順次Ⅲダッシュ類型に指定変

更し､水質環境の改善を進められたい｡ 

４１ 海域によってはノリの色落ちなど貧栄養

化しているところもあるとの指摘もあり､これら

の状況を考慮すると COD の環境基準その

ものについて見直す必要がある｡ 

ご意見を参考として､指定水域の目標と

すべき水質､評価方法及びモニタリング手

法について､今後､検討を進める必要がある

と考えます｡また､環境基準は常に適切な科

学的判断が加えられ必要な改訂がなされな

ければならないものであるため､このような検

討は､環境基準の見直しも視野に入れたも

のになるべきと考えます｡ 

（２）調査研究の推進と対策の検討 

４２ ｢沿岸域の地形変化が指定水域の海水

の流動や外海との海水交換に及ぼす影響｣

が調査研究課題に入っているが､例えば､

2003 年に完成した南本牧埠頭が東京湾の

流動に及ぼす影響の解明に取り組まれた

い｡ 

埋立てによる地形改変が指定水域の海

水の流動や外海との海水交換に及ぼす影

響については､今後の調査･研究課題として

位置付けています｡ 
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番号 意見概要 見解（案） 

４３ 貧酸素水塊を検討する上で底生生物や

漁獲生物のデータは重要｡汚濁負荷量と生

物の関連に関する調査研究を推進された

い｡ 

４４ 底質について､漂砂の持つ環境浄化機能

の評価検討を進められたい｡ 

４５ 陸域の地下水の海底からの湧出が海域

へ与える影響について調査研究を進められ

たい｡特に､埋立地護岸がこれらの地下水挙

動に与える影響について明らかにされたい｡

４６ 水質汚濁の進んでいる湾奥部等に関し

て､港湾区域ごとにミクロな対策手法や目標

を設定するための調査研究もお願いした

い｡ 

４７ 貧酸素水塊の発生機構とその対策への

検討が重要。また、次期総量規制の検討ま

で待つのではなく、毎年の測定結果の公表

時に、背景データを整備して、自治体や研

究者の情報交換を行い、恒常的に検討して

いくことが肝要。 

閉鎖性海域における水質汚濁メカニズム

に関する調査･研究を推進するに当たって､

参考とすべきと考えます｡ 

（３）情報発信、普及・啓発 

４８ 少なくとも東京湾に関しては、流域の

人々が海を目にする機会が少ないことが理

解を得られぬ大きな要因となっている。この

ため、東京湾岸自治体では湾岸マップを作

成配布して、海に誘うことを狙っている。環

境教室を始めとした、海に接する機会を増

やすことも重要。 

指定水域の水環境に関する情報発信及

び普及・啓発活動を推進するに当たって、

参考とすべきと考えます。 
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